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“高齢者の住み替え問題”
猛暑の季節真っ只中でございます。頻繁に水分補給をし
たり、食事をしっかり取ったりしないと倒れてしまいま
すね。
新型肺炎の感染拡大は止みません。高齢者は特に健康面
での心配が尽きないことでしょう。こうした現状が長引
けば健康面以外でも様々な点で不安がつきまといます。
例えば高齢者の住み替え問題です。身体が思うように動
かないので便利のいい場所に住み替えたい、あるいは施
設に入居するので現住の家を売って資金を作りたいなど
ご希望があるでしょう。
しかしこうした手続きは基本的に複数の専門家が関与し
現場に足を運ぶこともあります。つまり時間や人との接
触が避けられないでしょう。
また賃貸住宅ですと高齢者に貸し出すのを渋る大家さん
も少なくありません。仮に高齢者が認知症になってしま
った場合、家賃の支払いが保証されないばかりか、近隣
住民に迷惑をかけてしまうことになり、大家さんの賃貸
経営が脅かされてしまうおそれがあるでしょう。
そうすると高齢者さまが住み替えを考える時は複数の物
件をあたらなければならず、特にこの猛暑とコロナ禍で
は大変なことでしょう。
この解決策の一つは、しっかりした生活サポートをつけ
物件管理者に安全であると保証を示すことです。第三者
のサポートがあれば滞納の心配もなく認知症になっても
施設へ移動するなど適切な対処が取れます。


